
国庫補助事業における建設予定地　チェックリスト

記入者（　　　　　　　　　　）

○事業実施主体名　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

· 建設予定地の地番を把握していますか？　（予定地：　　　　　　　　　　　　　　）

· 予定地は自作地ですか借地ですか？（　　　　　）

· 借地の場合、貸借期間は何年ですか？（　　　　年）
（注：当面の貸借期間、耐用年数期間を賃借できるか確認をお願いします。）

· 予定地の地目は農地ですか、農振農用地ですか？（　　　　　）

· 建設予定の施設は、農地転用が必要な施設ですか？
農地転用が必要な場合は、申請手続きの準備を進めていますか？
（注：農業用ハウスは農地転用不要ですが、農振の用途区分変更の手続きが必要です。）
（注：畜舎等の建築物の場合、一般的に宅地への転用が必要になります。）

· 建築物の場合、建築関係法令を遵守していますか？
（注：建築関係法令が適用されるか否かは、構造ではなく用途により判断されます。
例えば、ハウス畜舎は、見かけ上は農業用ハウスに見えますが、用途が畜産のため、
構造上、建築関係法令を満たしている必要があります。構造的に不十分と判断されれば、違法建築物であり、補助対象外となります。そのうえ、登記できない等の支障が出るおそれがあり、融資の担保としての優劣にも影響を及ぼします。）

· 農業委員会へ申請するのは、いつごろを予定していますか？（R　　年　　月ごろ）
（注：資金的な確約（補助金と融資双方のＯＫ）が取れてからしか、農業委員会には上
程しないのが一般的です。）

[bookmark: _GoBack]↑　確認が出来ましたら、チェックをお願いします。

